
監査専門委員の設置等に関する要綱 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 200 条の２の規定に基づく

監査専門委員（以下「監査専門委員」という。）の設置等に関し、必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（所掌事務） 

第２条 監査専門委員は、監査委員が委託する事項（以下「委託事項」という。）について

調査し、監査委員に報告する。 

 

（委託） 

第３条 監査専門委員へ委託する場合は、委託事項を代表監査委員から監査専門委員へ書

面にて通知する。 

２ 代表監査委員は、特に必要と認める場合は、監査専門委員が執務を行う場所及び時間を

指定することができる。指定した内容については、行政委員会事務局長から監査専門委員

へ書面にて通知する。 

３ 第２条の規定に基づく報告は、書面によるものとする。 

４ 監査専門委員は、業務完了後速やかに別記様式に定める監査専門委員業務実績表を行

政委員会事務局長へ提出する。 

 

（守秘義務） 

第４条 監査専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

また同様とする。 

 

（補足） 

第５条 この要綱の施行について必要な事項は、行政委員会事務局長が定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 31 年４月９日から施行する。 



別記様式

役職

監査専門委員

開始時刻 終了時刻 経路 金額

1

　□（　　　　　　　　　　　　　　　）に関する調査
　□監査専門委員報告書作成
　□監査委員会議
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□行政委員会事務局 （ 委員室 ・ 委員会議室 ）
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ： ： ： ～ 円

2

　□（　　　　　　　　　　　　　　　）に関する調査
　□監査専門委員報告書作成
　□監査委員会議
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□行政委員会事務局 （ 委員室 ・ 委員会議室 ）
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ： ： ： ～ 円

3

　□（　　　　　　　　　　　　　　　）に関する調査
　□監査専門委員報告書作成
　□監査委員会議
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□行政委員会事務局 （ 委員室 ・ 委員会議室 ）
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ： ： ： ～ 円

4

　□（　　　　　　　　　　　　　　　）に関する調査
　□監査専門委員報告書作成
　□監査委員会議
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□行政委員会事務局 （ 委員室 ・ 委員会議室 ）
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ： ： ： ～ 円

5

　□（　　　　　　　　　　　　　　　）に関する調査
　□監査専門委員報告書作成
　□監査委員会議
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□行政委員会事務局 （ 委員室 ・ 委員会議室 ）
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ： ： ： ～ 円

6

　□（　　　　　　　　　　　　　　　）に関する調査
　□監査専門委員報告書作成
　□監査委員会議
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□行政委員会事務局 （ 委員室 ・ 委員会議室 ）
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ： ： ： ～ 円

7

　□（　　　　　　　　　　　　　　　）に関する調査
　□監査専門委員報告書作成
　□監査委員会議
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□行政委員会事務局 （ 委員室 ・ 委員会議室 ）
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ： ： ： ～ 円

8

　□（　　　　　　　　　　　　　　　）に関する調査
　□監査専門委員報告書作成
　□監査委員会議
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□行政委員会事務局 （ 委員室 ・ 委員会議室 ）
　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ： ： ： ～ 円

勤務日数計 日

報酬単価

監査専門委員業務実績表（　　　　　年　　　月分） 24,500 円/日

氏名

勤務時間帯
実働時間 本人印

事務局
確認印

日 曜日 勤務内容 勤務場所
旅費

旅費計 円

※　１日のうちに複数回勤務した場合も、報酬は１日分の支払いとなります。
※　旅費については経済的かつ合理的と認められる経路及び方法により算出しお支払いします。

報酬額計 円


